
◎募集内容　水道ガスメータ検針員　若干名
◎業務内容　詳しい内容は面接時に説明します。
◎応募資格　普通自動車運転免許を有している方
◎選考方法　面接により決定
◎募集期限　随　時
※詳細等は左記までお気軽にお問い合わせください。山越郡長万部町字長万部３０１番地１

【お問い合わせ先】　税務課（☎２－２４５２）

　マイナンバー制度の導入により、確
定申告書にもマイナンバーの記載が義
務づけられました。
　申告する方のマイナンバーカードま
たは通知カードと運転免許証などの身
分証明書をご持参ください。扶養する
方のマイナンバーがわかるものも必要
です。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
給
与
に
つ
い

て
の
所
得
税
は
、
毎
月
の
給
与
や

ボ
ー
ナ
ス
の
支
給
の
際
に
源
泉
徴

収
さ
れ
、
12
月
の
「
年
末
調
整
」

に
よ
っ
て
１
年
間
の
所
得
税
が
精

算
さ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
や
、
確
定
申
告
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
次
に
該
当
す
る
人
が

お
り
ま
し
た
ら
、
忘
れ
ず
に
確
定

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
確
定
申
告
が
必
要
で
す

①
令
和
３
年
分
の
給
与
の
収
入
金

額
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

②
１
か
所
か
ら
給
与
を
受
け
る
給

与
所
得
者
で
、
地
代
・
家
賃
・

原
稿
料
な
ど
の
合
計
所
得
金
額

が
20
万
円
を
超
え
る
人

③
給
与
の
支
払
い
を
２
か
所
以
上

か
ら
受
け
て
い
る
人
で
、
年
末

調
整
を
受
け
た
給
与
以
外
の
給

与
収
入
と
地
代
・
家
賃
・
原
稿

料
な
ど
の
所
得
の
合
計
金
額
が

20
万
円
を
超
え
る
人

④
年
の
中
途
で
退
職
し
て
、
年
末

調
整
を
受
け
な
か
っ
た
人
で
、

そ
の
後
就
職
し
な
か
っ
た
人

○
所
得
税
が
還
付
さ
れ
ま
す

①
雑
損
控
除
・
住
宅
取
得
等
特
別

控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合

②
医
療
費
控
除
な
ど
の
適
用
を
受

け
る
場
合

※
医
療
費
控
除
が
該
当
す
る
人
は
、

令
和
３
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

費
が
10
万
円
か
、
令
和
３
年
中

の
所
得
金
額
の
５
％
相
当
額
か

の
い
ず
れ
か
低
い
金
額
を
超
え

る
人
で
す
（
超
え
た
金
額
が
控

除
と
な
り
ま
す
）

※
申
請
書
は
税
務
課
に
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
記
入
し
て

き
て
く
だ
さ
い

【
お
問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先
】

　
税
務
課
（
☎
２

－

２
４
５
２
）

所
得
税
の
確
定
申
告
、
納
税
期
間
は
、

令
和
４
年
２
月
16
日（
水
）か
ら
３
月
15
日（
火
）ま
で
で
す
！

町・道民税の給与からの特別徴収制度のご案内

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

に
つ
い
て

確
定
申
告

マイナンバーについて

■給料からの特別徴収とは…
　個人住民税（町・道民税）の特別徴収は、雇用主（会社）が給与所得者（従業員）に代わり毎月の給料から個人住民税
を特別徴収（給料からの天引き）し、従業員の住所地の市町村に納入していただく制度です。

■給与所得者（従業員）の皆様へ…
（例）町・道民税額（年税額）が１２万円だとすると…
　●特別徴収されていない場合：６・８・１０・１２月の４期で各期３万円をご自身で金融機関等に納付します。
　●特別徴収へ切り替えた場合：毎月の給料から、雇用主が１万円を天引きし従業員に代わり納付します。
　事実上、年間１２回の分割納付となりますので、１期当たりの税負担額が３分の１程度に緩和され、家計の負担を軽
減でき、納め忘れや督促・滞納処分（差し押え等）を受ける心配がなくなります。
※徴収方法の切替手続きは事業所が行いますので、詳しくは事業所の担当者へご相談ください。

■雇用主の皆様へ…
　地方税法により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めることとされています。
　従業員の方の年税額については市町村から事前に通知される税額に基づき、毎月の給料から引き去り（天引き）し、
翌月１０日までに金融機関で納めていただくことになります。
　年度途中であっても切り替えることができますので従業員の住所地の市町村にお問い合わせください。
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